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会 議 録    

 

 

 

 

 

 

会議の名称 平成２７年度 第１回 伊丹市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 平成２７年８月２４日（月） １３：３０～１５：００ 

開 催 場 所 伊丹市役所 議会棟３階 第２委員会室 

出 席 者 
阪部委員、金川委員、河南委員、吉船委員、竹中委員、常岡委員、梁川委員、 

里村委員、上村委員、北原委員、小寺委員、西川委員（以上 １２名）（順不同） 

欠 席 者 安達委員、有本委員（以上 ２名）（順不同） 

事 務 局 
行澤副市長、坂本健康福祉部長、宮本健康福祉部参事、長野保健医療推進室

長、伊藤国保年金課長、他 

会議の成立 委員総数１４名のうち１２名出席 ＜過半数出席のため成立する＞ 

署 名 委 員 小寺委員、西川委員 

傍 聴 者 0名 

次 第 

１．開会 

２．議題 

（1）平成26年度国保会計決算見込みについて 

（2）平成27年度国保会計予算の概要について 

（3）その他 

３．閉会 

備    考 
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議 事 要 旨 

 

 

事務局 

 

里村会長 
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里村会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

里村会長 

 

 

 

里村会長 

 

 

事務局 

 

議題議題議題議題（（（（1111））））平成平成平成平成26262626年度国保会計決算見込みについて年度国保会計決算見込みについて年度国保会計決算見込みについて年度国保会計決算見込みについて    

 

（事務局より資料「平成26年度国保会計決算見込みについて」説明） 

 

事務局からの説明が終わりました。ご質問、ご意見などございませんか。歳入の

変化と歳出の変化についてご説明いただきましたが、特にございませんでしょう

か。 

 

○○○○質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

特になし 

 

議題議題議題議題（（（（2222）平成）平成）平成）平成27272727年度国保会計予算の概要について年度国保会計予算の概要について年度国保会計予算の概要について年度国保会計予算の概要について    

 

（事務局より資料「平成27年度国保会計予算の概要について」説明） 

 

事務局からの説明が終わりました。ご質問、ご意見などございませんか。 

どうしても、伊丹市だけの問題と、国民健康保険の広域化の問題の両方が重なっ

てきているので理解しにくい部分はあるかと思いますが。 

 

○○○○質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

特になし 

 

議題（議題（議題（議題（3333）その他）その他）その他）その他    

 

（事務局より資料「国保の都道府県単位化に向けた動向について」説明） 

 

事務局から国保の都道府県単位化に向けた動向についての説明がありました。ご

質問、ご意見などございませんか。 

 

○○○○質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

では、私から質問ですが、国保が県単位化されますと、基本的に市町村は保険者

ではなくなるということですか？ 

 

都道府県と市町村が共同で事業を運営していくということになるため、保険者は 

都道府県と市町村の双方となります。ただ、大きな意味で財政運営の主体となる 

のは兵庫県になります。一番わかりすい例として、保険証は兵庫県の保険証に 

なると聞いております。 
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里村会長 

 

 

 

 

上村委員 

 

 

事務局 

 

 

 

上村委員 

 

 

事務局 

 

吉船委員 

 

 

事務局 

 

 

他にご質問、ご意見等もないようですので、以上をもちまして、本日予定してお 

りました議題はすべて終了いたしました。委員の皆様せっかくの機会ですので、 

何かありましたらどうぞ。 

 

○○○○質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

都道府県化で、今後国保事業の特別会計はこのまま存続と考えていますが、市町

村ごとの財政力の格差をどのように都道府県で扱うかはまだ不透明ですかね。 

 

今後議論していく部分だと思います。国保の財政運営につきましては、平成 29

年度までの国保会計の収支均衡を図り、平成 30 年度から県単位化へ移行してい

くものと考えております。 

 

標準保険料率がどのくらいか、また伊丹市はどの位置にいるのか、概ねわかりま

すか。 

 

現時点では、お示しできる情報はありません。 

 

現委員の任期は今年の 9 月 13 日になっていますが、このたび第 1 回の国保運営

協議会の開催となっています。今後はどうなりますか。 

 

現委員の皆様の任期は、9 月 13 日で一旦切れますので、9 月 14 日から新しい委

員になります。第 2 回目以降は、新委員でご審議いただくことになります。 

 


